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告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
二
号

平
成
十
四
年
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業

法
施
行
細
則

(

昭
和
四
十
五
年
一
月
青
森
県
規
則
第
一
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
十
四
年
九
月
十
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

平
成
十
四
年
十
一
月
十
五
日

(

金)

２

場
所

青
森
市
大
字
石
江
字
三
好
一
二
〇
の
一
三

青
森
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
生
活
衛
生
同
業
組
合
会
議
室

二

受
験
願
書
受
付
期
間

平
成
十
四
年
十
月
十
一
日

(

金)

か
ら
同
月
二
十
五
日

(

金)

ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る

場
合
は
同
月
二
十
五
日
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。

三

受
験
願
書
提
出
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
健
康
福
祉
部
薬
務
衛
生
課
生
活
衛
生
グ
ル
ー
プ

四

そ
の
他

受
験
願
書
は
、
県
内
各
健
康
福
祉
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
保
健
部

(

保
健
所)

又
は
青
森
県
健
康
福

祉
部
薬
務
衛
生
課
生
活
衛
生
グ
ル
ー
プ
で
配
布
す
る
。

青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
三
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
九
月
十
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

保
安
林
の
所
在
場
所

上
北
郡
横
浜
町
字
向
平
八
の
二

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成14年９月17日 火曜日 第2074号1

第
二
千
七
十
四
号

平
成
十
四
年
九
月
十
七
日

(

火
曜
日)



� �

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

飛
砂
の
防
備

三

保
安
林
解
除
の
理
由

公
共
施
設
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
横
浜
町
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
四
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
青
森
都
市

計
画
道
路
事
業
を
平
成
十
四
年
九
月
五
日
認
可
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
九
月
十
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

施
行
者
の
名
称

青
森
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類

青
森
都
市
計
画
道
路
事
業

(

三
・
四
・
三
蜆
貝
八
重
田
線)

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
四
年
九
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

１

収
容
の
部
分

青
森
県
青
森
市
桜
川
五
丁
目
、
六
丁
目
、
七
丁
目
及
び
八
丁
目
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
四
年
九
月
十
七
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

美
術
資
料

(
｢

青
の
構
成｣

)

を
含
む
二
点)

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
環
境
生
活
部
美
術
館
整
備
・
芸
術
パ
ー
ク
構
想
推
進
室

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
四
年
八
月
二
十
六
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

各
務
謙
蔵

東
京
都
港
区
白
金
台
一
丁
目
一
の
二
一
の
六
〇
一

六

契
約
金
額

三
千
九
百
万
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
一
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

出

先

機

関
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土
地
改
良
事
業
施
行
協
議
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
今
別
町
の
行
う
ド
ロ
沢
地
区
の
土
地
改
良
事
業
の
施
行

に
係
る
協
議
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
九
月
十
七
日

東
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

山

口

忠

久

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
十
四
年
九
月
十
八
日
か
ら
同
年
十
月
十
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

今
別
町
役
場
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(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人
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